
《高額療養費》

１か月の医療費の自己負担が限度額を超えたと

き、超えた額が高額療養費として支給されます。

医療機関でお支払いいただく自己負担限度額は、

次のとおりです。

●減額認定証に関わる医療機関でのお支　

払いについて

●住民税非課税世帯の方で昨年度申請をされた方を対象に新しい減額認定証（限度　

額適用・標準負担額減額認定証）をお渡しします。更新日は７月２３日からです。

減額認定証は、住民税非課税世帯の方が入院した際の医療費や食事代などの自己負担限度

額を軽減するために必要なものです。

現在ご使用いただいています減額認定証は、平成21年７月31日をもって有効期限が満了と

なりますので、８月以降はご使用が出来なくなります。７月中に新しい減額認定証に更新しま

すので、役場担当窓口までお越しください。更新日程は１１ページをご覧ください。

なお、新しい減額認定証は、用紙の色が緑色から橙色に変わります。

※現役並み所得者の外来＋入院の１％とは、「医療費総額－２６７,０００円の１％」です。また、（ ）内　の金額は、多数該当

（過去１２か月に３回以上高額療養費の支給を受け、４回目以降の支給に該当）の場合の自己負担限度額です。

75歳到達月の負担が調整されます

月の途中に、75歳の誕生日で加入する方
は、自己負担限度額が通常月の２分の１に
調整されます。
・１日生まれの方は、影響がないため対象
となりません。

・一定の障がいがあることにより７５歳以
前から、すでに長寿医療制度に加入して
いる方も対象となりません。

●「高額医療・高額介護合算療養費制度」について

問い合わせ先
北海道後期高齢者医療広域連合　†０１１－２９０－５６０１

役場　後期高齢者医療担当　†７６－２１５１　内線２２８・２２９

通常、毎年８月からその翌年の７月末まで

の医療保険と介護保険の自己負担額の合計を

もとに計算します。

なお、平成２０年４月から制度が開始された

ため、平成２１年度に限り、平成２０年４月か

ら平成２１年７月末の１６か月間の合計額で計

算することもできます。その場合の自己負担

額の合計の基準額は、（ ）内の金額です。

《新しい保険証と減額認定証を下記の日程で更新します》

日程（土・日・祝日は除きます）

◎持ち物：印鑑と保険証、減額認定証をお持ち下さい。

※減額認定証は、交付されない方もいます。

同じ世帯の加入者（被保険者）の方全員が、１年間に支払われた医療保険と介護保険の自

己負担額の合計が基準額を超えたときは、その超えた金額を「高額医療・高額介護合算療養

費」として支給します。

入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの標準負担額を支払います。

《入院したときの食事代など》

減額認定証の適用区分が区分

２で、「長期入院該当年月日」欄

に日付が記入されていない方は、

過去12か月の入院日数が90日を

超えた場合、申請により長期入

院該当となり、食事代が軽減さ

れる場合があります。

領収書等で入院日数が判断で

きるものをご用意いただき、役

場担当窓口までお問い合わせく

ださい。
※一部医療機関では、４２０円です。

今まで使っていた保険証（緑色） 新しい保険証（橙色）


